
 

さいたま市消防水利整備基準 

１ 目的 

  この基準は、さいたま市内の開発行為等に関し、事業者が行う消防水利の整備につ

いて、必要な事項を定めることにより、適切な消防活動を推進し、火災等の災害によ

る被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 消防水利整備の手続 

 ⑴ 協議 

   都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「都計法」という。）第３２条及

びさいたま市開発行為の手続に関する条例（平成２０年さいたま市条例第５４号。

以下「条例」という。）第９条の規定による消防水利の協議は、消防水利整備協議

書（様式第１号）に、次に掲げる図面を添えて行うものとする。   

  ア 防火水槽整備の場合 

(ｱ) 案内図 

(ｲ) 配置図（防火水槽の位置及びマンホールの位置記入） 

(ｳ) 構造図（有効水量計算記入） 

(ｴ) 型式認定証の写し（二次製品） 

(ｵ) 公共施設管理者が必要と認める図面 

  イ 消火栓整備の場合 

(ｱ) 案内図 

(ｲ) 配置図 

(ｳ) 消火栓設置位置図 

(ｴ)  公共施設管理者が必要と認める図面 

 ⑵ 中間検査 

ア 条例第１８条の規定による中間検査を実施する場合は、さいたま市開発行為の

手続に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第６８号。以下「規則」

という。）第１２条に規定する中間検査届出書を公共施設管理者に届け出て検査

を実施するものとする。 

イ 中間検査の結果の通知は、規則第１２条に規定する工事検査結果通知書により

行うものとする。 

 ⑶ 完成検査等 

   完成検査は都計法第３６条第１項の規定により、完了検査は条例第１９条第１項

の規定により実施するものとする。 

⑷ 防火水槽及び防火水槽用地の寄附 

   ア この基準に基づき設置された防火水槽及び防火水槽用地（以下「防火水槽等」

という。）のうち、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２５条第

２号及び第４号に規定する道路に接し、消防活動上支障がない場合は、原則本

市に寄附することとし、次に掲げる条件によるものとする。 



 

   (ｱ) 地積は、実測と登記面積とに差異がないこと。 

   (ｲ) 地目は、雑種地とすること。 

   (ｳ) 所有権以外の権利は、抹消すること。 

   (ｴ) 用地内は、簡易舗装等を行うこと。 

   (ｵ) フェンス等による囲いを設け、吸水活動に支障がないようにすること。 

   (ｶ) (ｱ)から(ｵ)までの費用については、事業者負担とする。 

イ 防火水槽等の寄附の届出は、規則第１５条に規定する公共公益施設寄附届に

規則別表第１０に掲げる図書を添付して行うものとする。 

⑸ 自主管理 

   前２⑷による寄附を受けることができず、さいたま市長が防火水槽を管理する

ことが困難であると認めた場合は、事業者による自主管理とする。 

              

３ 消防水利 

消防水利は、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号。以下「水利基準」と

いう。）に適合しなければならない。 

 ⑴ 消防水利の算定 

   開発区域の全域が既存の防火水槽（有効水量が４０立方メートル以上の防火水槽

に限る。）の有効範囲で包含することができない場合は、当該未包含部分を包含す

るために、必要な基数の防火水槽を設置しなければならない。ただし、開発区域の

面積が３，０００平方メートル未満の開発行為においては、開発区域の全域が既存

の消火栓又は防火水槽で包含されない場合に、当該未包含部分を包含するために、

必要な基数の消火栓又は防火水槽を設置しなければならない。 

 ⑵ 有効範囲 

   消防水利の有効範囲は、下表のとおりとする。ただし、鉄道、河川、崖等で分断

されている場合又は高速道路等で道路でのホース延長が困難な部分は、有効範囲に

含まないものとする。 

有効範囲（当該水利を中心とした円） 

商業・近隣商業地域 

半径 100 メートル 

工業・工業専用地域 

その他の用途地域 

半径 120 メートル 

用途地域が定められていない地域 

⑶ 種別 

   開発区域に必要な消防水利は、防火水槽及び消火栓とする。 

⑷ 防火水槽技術基準 

   防火水槽の構造は、次のとおりとすること。 



 

 ア 防火水槽は、自重、上載荷重、土圧、内水圧、浮力、地震力その他の防火水槽

に作用する荷重及び外力に対する強度及び耐久性を有し、かつ、漏水のおそれの

ないよう水密性を有する構造のものとし、設計上の技術的基準は、「耐震性貯水

槽の技術指針」（平成１３年３月総務省消防庁作成）に準拠するものとする。 

  イ １基あたりの必要水量として、有効水量を４０立方メートル以上となるように

すること。 

  ウ 防火水槽の設置場所は、消防ポンプ自動車（全長８．１メートル、全幅２．５

メートル）が容易に接近し、取水できる位置とし、積載しているポンプで円滑に

取水できる落差（消防車の停車位置の地盤面から防火水槽水底まで）及び消防車

の吸管の長さ（１０メートル）を勘案して決定すること。（別図１）  

  エ 地盤面からの落差が４．５メートル以下であること。 

  オ 取水部分の水深が０．５メートル以上とし取水部分の広さは、一辺が０．６メ

ートル以上又は直径が０．６メートル以上であること。 

  カ 吸管投入孔がある場合は、原則として円型とし、直径０．６メートル以上であ

ること。 

⑸ 消火栓技術基準 

  ア 消火栓は、呼称６５の口径を有するもので、直径１５０ミリメートル以上の配

水管に設置すること。ただし、管網の一辺が１８０メートル以下となるように配

管されている場合は、直径７５ミリメートル以上とすることができる。 

  イ 消火栓は消防ポンプ車が容易に接近し、取水できる位置に設けること。 

  ウ 設置位置の状況に適した路面標示（黄線焼付塗装）を行うこと。（別図２） 

 

４ 開発行為以外への準用 

土地区画整理事業及び市街地再開発事業について、前２及び３の規定を準用する。 

 

５ 適用日 

  この基準は、平成２１年７月１日以後に行う消防水利の整備について適用する。 

  附則 

  この基準は、令和３年４月１日以後に行う消防水利の整備について適用する。 

  附則 

  この基準は、令和６年４月１日以後に行う消防水利の整備について適用する。 

  附則 

  この基準は、令和８年４月１日以後に行う消防水利の整備について適用する。ただ

し、前３⑴については、令和９年３月３１日までの間は、従前の基準を適用する。 








